
京都工芸美術作家協会伊賀展特別委員会規程 

 

（目的） 

第１条 京都工芸美術作家協会会則（以下「会則」という。）第６条第６号の規定に基づ

き、京都工芸美術作家協会（以下｢協会｣という。）が行う京都工芸美術作家協会展 in 伊

賀（仮称）（以下｢展覧会｣という。）を企画及び実行するための組織として、特別委員会

の名称及び任務、構成等を定める。 

 

（名称） 

第２条 本会は、京都工芸美術作家協会伊賀展特別委員会とする。 

 

（任務） 

第３条 本会の任務は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

 （１）展覧会の企画及び実施に関すること。 

（２）その他展覧会に関すること。 

 

（構成） 

第４条 委員は、協会理事長が協会員の中から委嘱する。 

 

（設置期間） 

第５条 本会の設置期間は、その事業を達成するまでとし、委員の任期は本会の設置期間

内とする。 

 

附  則 

     この規程は令和５年９月 26日から適用する。 


